
皐

界

展

望

明
清
時
代
の
商
品
生
産
と
地
主
制
研
究

を
め
ぐ
っ
て

足
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戦
後
の
明
清
時
代
史
研
究
は
、
商
品
生
産
の
設
展
と
地
主
制
の
新
た
な
展
開

を
、
近
代
へ
の
道
の
り
の
上
で
い
か
に
評
債
す
べ
き
か
を
中
心
課
題
と
し
て
始

っ
た
。
そ
の
口
火
枕
切
っ
た
の
が
、
棉
業
を
中
心
と
す
る
商
品
生
産
分
野
で
の

緬
嶋
定
生
氏
の
研
究
で
あ
り
、
績
い
て
地
主
制
に
閥
す
る
北
村
敬
直
氏
の
研

究
、
雇
傭
鋪
働
を
用
い
て
商
品
生
産
を
管
む
郷
居
の
地
主
を
分
析
し
た
古
島
和

雄
氏
の
研
究
が
愛
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
明
清
時
代
に
商
品
生
産

の
護
展
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
が
近
代
化
の
前
提
に
は
な
り
難
い
と
い
う

共
通
の
認
識
に
立
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
に
劃
し
、
五

0
年
代
前
半
期
か
ら
、
商
品
生
産
の
護
展
を
質

設
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
里
井
彦
七
郎
氏
の
鎖
山
業
に
関
す
る
研
究
、
藤

井
宏
氏
の
盟
業
の
分
析
は
や
や
特
殊
な
部
円
で
あ
る
に
し
て
も
、
寺
田
隆
信
氏

の
棉
業
研
究
、
田
中
一
叫
俊
氏
・
佐
伯
有
一
氏
の
絹
織
業
に
闘
す
る
研
究
な
ど
で

も
賓
設
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
西
嶋
氏
が
嘗
該
時
代
の
中
闘
で
は
商
業

資
本
が
徐
り
に
も
強
く
、
そ
の
際
限
な
い
枚
奪
の
た
め
に
問
屋
制
前
貸
し
さ
え

存
在
し
得
な
か
っ
た
と
し
た
の
に
反
し
、
問
屋
制
前
貸
し
が
康
く
行
わ
れ
、
一

部
の
部
門
で
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
形
態
と
も
言
う
べ
き
も
の
す
ら
存
在
し

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
諸
先
撃
が
研
究
史
の
線
括
の
中
で
既
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
う
し
川
、
こ
の
期
の
研
究
を
通
じ
て
、
西
嶋
氏
以
来
の
小
経

営
澄
展
開
塞
論
は
、
理
論
的
に
は
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
。

中
園
史
を
所
請
世
界
史
の
基
本
法
則
賓
現
の
一
環
と
し
て
把
え
よ
う
と
す
る

方
法
の
、
こ
の
よ
う
な
行
き
詰
ま
り
の
中
で
、
明
清
時
代
史
研
究
の
問
題
意
識

は
、
五

0
年
代
後
牢
よ
り
二
つ
の
方
向
に
分
岐
し
つ
つ
新
た
な
展
開
を
示
す
。

一
つ
は

e
土
地
制
度
の
重
座
と
商
業
資
本
。
を
打
ち
破
る
力
を
階
級
闘
争
に
求

め
る
人
民
闘
争
史
研
究
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
賦
役
制
度
史
に
端
を
設
す
る

制
度
史
的
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
園
「
封
建
制
」
の
設
展
を
特
殊
性
に
印
し

て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
強
く
持
っ
て
い
た
。

人
民
関
手
史
は
、
抗
租
抗
糧
の
諸
運
動
を
掘
り
起
こ
す
貼
で
は
少
な
か
ら
ぬ

成
果
を
あ
げ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
小
経
営
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
愛
展
の
可

能
性
を
土
地
制
度
の
重
慶
や
商
業
資
本
の
座
迫
な
ど
の
外
的
篠
件
に
よ
っ
て
鎖

し
た
従
来
の
理
論
を
批
剣
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
外
的
篠
件
の
打
破
を
人
民

闘
争
に
求
め
た
。
こ
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
人
民
闘
争
史
に
近
い
立
場
か

ら
も
夙
に
批
判
が
あ
っ
た
。
し
か
し
小
稿
の
終
り
で
み
る
よ
う
に
、
そ
の
批
判

者
に
お
い
て
も
、
小
経
営
の
護
展
・
自
立
論
は
あ
っ
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
愛

革
を
準
備
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
論
が
な
く
、
従
っ
て
「
封
建
制
」
の
解
鐙

と
資
本
主
義
的
愛
展
が
統
一
的
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
佃
戸
の

限
り
な
い
自
立
化
の
彼
方
に
「
封
建
制
」
の
解
鐙
を
み
る
見
解
や
、
小
経
営
の

経
済
設
展
か
ら
は
「
封
建
制
L

解
健
の
展
望
を
見
出
せ
な
い
と
す
る
理
論
が
生

@
 

れ
て
い
る
。
近
年
、
抗
租
抗
糧
闘
争
を
反
封
建
闘
争
と
規
定
し
て
、
そ
の
前
進

を
評
領
す
る
従
来
の
人
民
闘
宇
史
研
究
が
必
ず
し
も
成
果
を
あ
げ
得
て
い
な
い

①
 

の
も
、
か
か
る
小
経
営
理
論
に
お
け
る
飲
陥
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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他
方
の
制
度
史
的
研
究
で
は
、
園
家
と
土
地
所
有
者
の
と
り
結
ぶ
閥
係
を
中

心
に
、
役
法

・
水
利
・

丈
盆
・
包
撹
等
で
極
め
て
精
力
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
、

@
 

多
く
の
質
登
的
成
果
が
生
ま
れ
、
現
在
郷
紳
制
論
へ
と
枚
束
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
人
民
闘
争
史
研
究
と
は

一
見
釘
極
的
な
制
度
史
的
研
究
も
、
基
礎

と
な
る
べ
き
小
経
後
後
展
の
展
望
紋
如
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
袋
り
が

な
い
。
同
一
の
郷
紳
制
論
内
に
、
そ
れ
を
由
民
奴
制
叉
は

「
封
建
制
」
の
中
図
的

成
立
と
み
る
見
解
と
、
中
園
封
建
制
の
基
礎
た
る
地
主
佃
戸
制
の
解
鰻
的
危
機

の
下
に
お
け
る
「
封
建
制
」
の
「
再
編
成
」
と
み
る
見
解
が
、

何
ら
論
宇
な
く

雨
立
し
得
る
現
吠
は
、
か
か
る
土
登
理
解
の
あ
い
ま
い
さ
を
基
礎
と
し
て
い

る。
さ
ら
に
、
郷
紳
制
論
が
と
り
あ
げ
る
地
主
と
園
家
、
郷
紳
地
主
と
中
小
土
地

所
有
者
間
の
様
々
な
力
関
係
の
幾
動
を
、
政
治
力
撃
を
越
え
て
解
明
す
る
た
め

に
も
、
そ
の
基
礎
と
な
る
小
経
営
設
展
の
性
格
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
目
下
手
も
と
に
有
る
の
は
、
小
経
営
設
展
の
方
向
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し

な
い
ま
ま
使
い
古
さ
れ
て
き
た
、
「
地
主
佃
戸
針
立
の
激
化
」
「
佃
戸
の
自
立

化」

等
の
言
葉
に
過
ぎ
な
い
。

小
稿
で
は
、
五

O
年
前
後
の
先
駆
的
研
究
を
中
心
に
、
明
清
時
代
の
小
経
営

の
畿
展
段
階
規
定
と
設
展
方
向
に
闘
す
る
従
来
の
定
式
化
に
問
題
が
な
か
っ
た

か
ど
う
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
、
商
品
生
産
と
農
業
経
営
等
の
土
歪
に
の

み
注
目
し
、
郷
紳
制
論
が
積
極
的
に
提
起
し
た
専
制
園
家
の
問
題
に
つ
い
て
は

ふ
れ
な
い
。

西
嶋
理
論
全
健
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
繰
り
返
し
紹
介
す
る
の
を
略
さ
せ
て

頂
く
。
た
だ
、
自
給
自
足
的
家
内
仕
事
の
域
を
破
っ

て
商
品
生
産
に
醐
開
化
し
た

小
経
営
が
、

「
近
代
化
へ

進
む
べ
き
な
ん
ら
の
契
機
を
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
」

と
氏
が

断
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
こ

つ
の
阻
止
要
因
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た

い
。
一
つ
は
園
家
的
な
土
地
制
度
の
重
盤
で
あ
り
、
一
つ
は
商
業
資
本
の
摩
迫

で
あ
る
。
だ
が
結
論
的
に
言
う
な
ら
、
世
界
史
的
に
み
て
小
手
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
設

展
は
、
常
に
こ
れ
ら
を
背
負
っ
て
進
ん
で
き
た
。

「
土
地
制
度
の
重
盤
」
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
ウ
ク
ラ
l
ド
は、

言
う
ま
で
も
な
く
「
封
建
制
」
の
中
で
育
ま
れ
、
自
ら
の
設
展
に
よ
っ
て
「
封

建
」
支
配
の
基
礎
で
あ
る
中
農
層
の
経
営
を
雨
極
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
封
建
制
」
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
、
「
封
建
制
L

を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
を
確
立
す
る
。
従
っ
て
、
か
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
「
土
地
制
度
の
重

盤
」
は
笛
然
の
前
提
と
な
る
。
西
嶋
氏
の
研
究
が
設
表
さ
れ
た
嘗
時
、
イ
ギ
リ

ス
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
後
展
の
主
慢
で
あ
る
「
濁
立
自
営
農
民
」
は
、
封
建
制

か
ら
解
放
さ
れ
た
完
全
に
自
由
な
分
割
地
農
民
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

氏
は
「
か
の
濁
立
自
営
農
民
で
あ
る
ヨ

I
マ
ン
麿
を
母
穏
と
し
て
澄
達
し
た
十

四
・
十
組
世
紀
以
降
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
農
奴
制
の
解
放
さ
れ
た
西
南
ド

イ
ツ
農
村
」
を
、
中
関
と
異
る
類
型
と
し
て
劉
宣
さ
れ
る
。

し
か
し
現
在
で
は

そ
の
誤
り
は
賞
者
的
に
も
克
服
さ
れ
、
濁
立
自
信
農
民
は
あ
く
ま
で
事
質
上
の

分
割
地
農
民
で
あ
っ
て
、
封
建
的
規
制
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
句
。
そ

れ
は
、
幕
藩
封
建
制
支
配
下
の
日
本
に
お
け
る
小

P

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
設
展
に
照
ら

し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
西
嶋
氏
が
言
わ
れ
る
中
園
史
の
特
殊
性
で
あ
る

専
制
園
家
形
態
に
つ
い
て
も
、
地
代
の
重
さ
だ
け
か
ら
み
る
な
ら
、
私
的
封
建

的
に
檎
力
の
分
割
さ
れ
た

場
合
に
比
べ

て
厳
し
か
っ
た
と
は
決
し
て
言
え
な

い
。
専
制
支
配
は
郷
紳
制
論
も
明
ら
か
に
し
た
と
う
り
、

E
大
で
は
あ
る
が
、

ル
ー
ズ
な
支
配
鰻
制
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
。

商
業
資
本
の
懸
一
迫
に
つ
い
て
み
よ
う
。
氏
は
「
原
料
部
門
と
製
品
部
門
と
の
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爾
極
の
み
な
ら
ず
、
各
分
業
単
位
の
間
隙
に
お
い
て
す
ら
、
強
力
な
る
商
業
資

本
の
支
配
を
受
け
て
い
た
こ
と
」
の
た
め
、
「
各
経
営
箪
位
は
、
闇
単
純
再
生
産

を
繰
返
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
上
に
展
開
す
る
こ
と
を
阻
止
さ
れ
て
い
た
」

と
さ
れ
た
。
阻
止
要
因
と
し
て
具
鐙
的
に
は
、
経
営
主
健
が
零
細
過
小
農
民
で

あ
る
の
に
謝
し
て
市
場
が
康
範
な
こ
と
、
経
管
の
弱
慢
性
に
よ
る
工
程
の
分
化

等
が
あ
げ
ら
れ
、
以
後
の
研
究
で
は
、
地
域
間
債
格
差
、
債
格
の
季
節
的
不
安

定
性
、
商
人
の
高
利
貸
牧
奪
と
詐
欺
行
震
な
ど
の
理
由
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
理
由
か
ら
、
商
業
資
本
の
収
奪
は
前
近
代
的
生
産
様
式
を
寄
生
地
盤
と
す

る
前
近
代
的

(
H地
主
的
)
枚
奪
で
あ
り
、
農
民
に
剰
除
質
現
の
可
能
性
は
な

@
 

か
っ
た
と
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
。

だ
が
、
氏
の
主
張
の
よ
う
に
「
棉
布
生
産
は
純
然
た
る
商
品
生
産
と
な
り
」

「
棉
布
は
、
商
品
生
産
と
し
て
完
成
し
、
:
:
外
来
商
人
の
手
に
よ
っ
て
虞
く

全
園
に
販
出
さ
れ
」
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
小
商
品

生
産
段
階
(
販
買
を
目
的
と
す
る
小
生
産
)
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
大
局
的
に
み
れ
ば
償
値
法
則
は
貫
徹
し
て
い
た
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

小
経
営
の
局
地
性
・
小
規
模
性
に
劃
す
る
商
業
資
本
の
質
域
性
は
、
小
経
営

と
商
業
資
本
が
本
来
持
っ
て
い
る
封
立
で
あ
り
、
よ
り
説
野
も
国間
く
資
金
も
堕

か
な
商
業
資
本
が
小
経
営
に
封
し
て
有
利
な
立
場
に
あ
る
こ
と
は
洋
の
東
西
を

問
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
大
工
業
が
本
格
的
に
愛
展
し
、
商
業
資
本
を
自
ら
の
従

廊
下
に
置
く
ま
で
は
克
服
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
か
の
イ
ギ
リ
ス
」
に
も

安
醤
す
る
。
こ
う
し
た
紋
況
の
下
で
も
小
経
営
が
愛
国
脱
し
た
の
は
、
偶
然
的
な

商
品
化
・
あ
る
い
は
農
民
の
手
に
よ
ら
な
い
商
品
化
此
は
異
り
、
小
商
品
生
産

段
階
に
お
い
て
は
債
値
法
則
が
貫
徹
す
る
か
ら
で
あ
る
。
債
値
法
則
が
貫
徹
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
小
経
営
は
商
品
生
産
を
恒
常
化
し
、
小
経
倍
の
商
品
生
産
者

的
護
展
の
上
に
商
業
資
本
は
存
在
す
る
。

従
来
の
明
清
商
品
生
産
研
究
で
は
小
商
品
生
産
段
階
を
正
確
に
設
定
す
る
こ

と
に
弱
さ
が
あ
っ
た
。
西
嶋
氏
の
結
論
を
否
定
す
る
た
め
、
一
一
挙
に
マ
ニ
ュ
的

大
経
営
を
検
出
し
、
あ
る
い
は
農
工
結
合
の
分
離
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
追

求
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
閣
の
資
本
主
義
頑
芽
論
容
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
だ
が
マ
ニ

A

フ
ァ
ク
チ
み
ア
段
階
に
至
る
ま
で
は
、
家
族
労
働
を

中
心
と
す
る
小
経
営
の
小
商
品
生
産
(
小
営
業
)
段
階
が
綴
く
。
し
か
も
こ
の

こ
と
は
、
小
商
品
生
産
段
階
の
個
有
の
意
義
を
何
ら
減
少
さ
せ
な
い
。
小
商
品

生
産
段
階
の
小
経
営
は
、
マ

ニ
ュ
フ

ァ
ク
チ
ュ
ア
に
比
し
て
も
他
の
小
経
営
に

射
す
る
破
媛
的
影
響
力
は
小
さ
く
、
そ
の
位
曾
的
・
技
術
的
傑
件
に
制
約
さ
れ

て
、
経
営
の
繍
大
篠
件
は
な
お
狭
少
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
債
値
法
則
の
貫

徹
に
よ
り
、
農
民
層
分
解
の
直
接
の
起
貼
と
な
る
。
か
っ
、
一
方
で
の
商
品
生

産
に
よ
る
所
有
の
集
中
と
、
他
方
で
の
経
営
綴
大
係
件
の
未
成
熟
性
こ
そ
が
、

問
屋
制
前
貸
し
ゃ
高
利
貸
支
配
、
更
に
は
寄
生
的
な
地
主
制
を
生
み
出
す
の
で

@
 

あ
る
。
こ
れ
は
世
界
史
的
現
貫
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
中
園
史
に
小
商
品
生
産
段
階
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
今
堀
誠
二

氏
、
こ
れ
を
受
け
縫
い
だ
横
山
英
氏
の
見
解
を
採
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な

W
。
今

⑬
 

堀
氏
は
、
小
商
品
生
産
段
階
を
資
本
と
賃
労
働
関
係
の
成
立
と
見
倣
し
、
小
商

品
生
産
段
階
の
表
現
で
あ
る
ヨ

l
マ
ン
ギ
ル
ド
を
分
析
し
て
、
そ
の
成
立
を
十

四
世
紀
に
求
め
、
清
代
中
期
に
そ
の
再
生
を
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
今
堀
氏
の
提

起
を
具
鐙
化
し
て
、
横
山
氏
は
明
代
後
期
の
都
市
の
民
愛
の
主
題
を
、
氏
が
小

商
品
生
産
の
循
い
手
と
考
え
ら
れ
た
都
市
の
日
傭
い
層
に
見
出
さ
れ
た
。

だ
が
、
小
商
品
生
産
段
階
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
創
出
と
規
定
す
る
今

堀
・
横
山
雨
氏
の
見
解
は
誤
り
で
あ
る
。
先
に
も
の
ベ
た
よ
う
に
、
小
商
品
生

産
段
階
と
は
、
小
経
営
が
販
寅
を
目
的
と
す
る
生
産
を
行
う
に
至
っ
た
段
階
の
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こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
何
ら
の
労
働
過
程
の
愛
革
も
、
生
産
手
段
の
所
有
関

係
の
嬰
革
も
必
要
と
し
な
い
。
小
商
品
生
産
段
階
の
一
定
の
時
期
か
ら
小
経
営

は
他
人
労
働
を
も
部
分
的
に
包
錯
す
る
と
は
言
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
創

出
は
何
ら
小
商
品
生
産
段
階
の
本
質
規
定
で
は
な
い
。

か
か
る
理
論
上
の
混
飢
は
、
農
民
が
恒
常
的
に
販
寅
目
嘗
て
の
生
産
を
行
う

と
い
う
極
め
て
重
要
な
一
段
階
を
飛
び
越
え
る
こ
と
に
よ
り
、
小
商
品
生
産
段

階
の
調
貼
を
以
て
都
市
と
農
村
を
統
一
的
に
把
鐘
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い

る
。
比
較
的
早
期
に
無
所
有
の
労
働
者
の
形
成
が
み
ら
れ
る
都
市
と
ち
が
い
、

農
村
で
資
本
と
賃
努
働
関
係
が
基
本
的
封
立
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ア
ジ

ア
に
お
い
て
は
農
業
資
本
家
と
賃
労
働
と
い
う
封
立
は
、
現
在
に
お
い
て
も
基

本
的
階
級
閥
係
と
な
っ
て
い
な
い
。
資
本
賃
労
働
関
係
を
小
商
品
生
産
段
階
の

指
標
と
す
る
見
解
は
、
基
本
と
な
る
べ
き
農
村
に
お
け
る
近
代
へ
の
道
筋
を
明

ら
か
に
し
得
な
い
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
都
市
に
お
け
る
小
商
品
生
産
の
主
憧

が
前
期
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
組
織
が
ヨ

l
マ
ン
ギ
ル
ド
で
あ

る
と
い
う
理
解
自
身
、
小
商
品
生
産
段
階
規
定
の
混
飢
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ

る
。
横
山
氏
の
引
用
さ
れ
る
大
塚
久
雄
氏
自
身
、
都
市
の
ヨ

l
マ
ン
暦
を
、
自

己
の
位
産
手
段
を
所
有
す
る
小
親
方
、
つ
ま
り
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
主
鐙
と
考
え

て
い
る
。

確
か
に
今
堀
氏
の

「
ヨ
l
マ
ン
ギ
ル
ド
L

の
研
究
は
貴
重
な
質
詮
を
含
ん
で

い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
む
し
ろ
小
商
品
生
産
が
他

人
労
働
を
も
含
む
段
階
に
逮
し
、
部
分
的
に
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
も

生
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

か
か
る
混
乱
は
今
姻
・
横
山
雨
氏
の
み
に
止
ら
な
い
。
佐
伯
有
一
氏
が
商
品

生
産
研
究
に
闘
す
る
線
括
で
、
「
『
資
本
主
義
の
起
貼
と
し
て
の
小
商
品
生
産
』

の
愛
生
と
愛
展
を
追
求
す
る
こ
と
l
|
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
」
と

し
つ
つ
、
「
小
商
品
生
産
に
基
本
的
な
生
産
関
係
リ
賃
労
働
閥
係
」
と
さ
れ
て

⑪
 

い
る
よ
う
に
、
従
来
小
商
品
生
産
段
階
は
正
確
に
定
立
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

西
嶋
氏
以
下
の
所
設
の
検
討
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
小
経
営
が
販
寅
目
嘗

て
の
生
産
者
に
柿
開
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
寅
現
し
、
か
つ
債
値
法
則
の
貫
徹
に

よ
っ
て
経
営
を
分
解
へ
と
導
く
小
商
品
生
産
段
階
設
定
の
必
要
性
で
あ
る
。

績
い
て
北
村
敬
直
氏
に
つ
い
て
み
よ
う
。
氏
の
地
主
制
論
は
、
西
嶋
氏
の
商

品
生
産
論
と
同
様
に
古
典
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
か
つ
今
だ
に
充
分
に
は

撃
び
愛
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
氏
は
老
由
民
麿
を
基
礎
と
し
た
明
初
の
鐙
制

が
商
品
経
済
の
設
展
に
よ
っ
て
解
健
し
、
郷
居
地
主
題
制

・
更
に
は
城
居
地
主

健
制
へ
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
ら
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
を
「
中
世
的
封
建

的
批
曾
経
済
構
成
か
ら
近
代
的
資
本
主
義
的
位
曾
経
済
構
成
へ
の
過
渡
期
に
現

@
 

わ
れ
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
土
地
把
揮
、
商
人
地
主
的
性
質
の
も
の
」
と
さ
れ
た
。

氏
に
お
い
て
今
日
最
も
注
目
す
べ
き
は
農
民
暦
分
解
の
観
鮎
で
あ
ろ
う
。

「
商
品
生
産
は
農
民
に
資
本
の
蓄
積
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
は
同
時
に

次
第
に
分
解
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
の
極
に
は
資
本
を
蓄
積
し
た
小
数

の
富
農
暦
が
現
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
の
極
に
は
大
多
数
の
農
民
が
貧
窮
化

し
、
波
落
し
て
ゆ
く
」
と
氏
は
主
張
さ
れ
る
。
農
民
層
分
解
が
富
農
経
営
に
の

み
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
保
留
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
商
品
生
産
が
剰
徐

を
貫
現
し
、
そ
の
剰
徐
寅
現
こ
そ
が
農
民
層
の
分
解
の
起
貼
で
あ
る
と
い
う
極

め
て
原
則
的
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
後
の
研
究
の
多
く
が
、
商
品
生
産

に
よ
る
償
値
法
則
や
剰
徐
の
質
現
を
認
め
ず
、
剰
像
資
現
を
認
め
て
も
そ
れ
を

佃
戸
の
自
立
化
だ
け
に
結
び
つ
け
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
、
商
品
生
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産
論
と
し
て
も
農
民
屠
分
解
論
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
繕
承
さ
れ
な
か
っ
た
貴

重
な
指
摘
で
あ
る
。

但
し
北
村
設
に
つ
い
て
疑
問
に
感
ず
る
の
は
、
氏
が
明
末
清
初
以
降
の
地
主

制
を
農
民
層
分
解
の
結
果
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
過
渡
的
な
性
格
の
も

の
と
し
つ
つ
、
地
主
制
の
本
質
を
「
そ
れ
自
鐙
と
し
て
は
何
等
新
し
い
性
質
を

生
み
出
さ
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
そ
こ
に
お
い
て
は
古
き
封
建
的
関
係
が
再
生
産

さ
れ
」
る
、
と
把
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
中
園
の
地
主
と
日
本
の

⑬
 

地
主
」
で
自
設
を
批
剣
さ
れ
た
よ
う
に
、
明
清
地
主
制
全
健
が
寄
生
的
地
主
制

で
割
り
切
れ
る
か
ど
う
か
は
、
宋
元
と
の
連
績
性
か
ら
み
て
も
問
題
が
あ
り
、

園
家
権
力
に
近
い
上
層
地
主
の
土
地
集
積
は
、
商
品
生
産
に
よ
る
農
民
層
分
解

を
以
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
村
氏

が
封
比
さ
れ
る
近
世
日
本
の
地
主
制
は
、
少
な
く
と
も
「
領
主
H
H
隷
農
制
」
と

は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

清
代
地
主
制
は
、
土
地
所
有
の
一
元
化
(
そ
れ
は
必
ず
し
も
従
来
考
え
ら
れ

た
よ
う
な
佃
戸
の
上
昇
に
よ
る
所
有
機
一
元
化
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
地
主
に

よ
る
所
有
機
の
一
元
化
で
あ
っ
て
も
よ
い
〉
を
質
現
し
て
い
な
い
な
ど
の
貼
で

近
代
の
地
主
制
と
は
異
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
人
格
的
な
隷
属
に
よ
っ
て

地
代
を
賓
現
す
る
封
建
的
な
土
地
所
有
と
は
異
り
、
北
村
氏
の
主
張
に
よ
る
な

ら
ば
商
品
生
産
の
設
展
に
よ
っ
て
新
し
い
展
開
を
み
せ
た
地
主
制
、
商
品
生
産

の
論
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
地
主
制
で
あ
る
。
寅
際
の
契
約
の
場
で
い
か

に
借
地
側
が
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
よ
う
と
も
、
地
主
佃
戸
閥
係
は
一
腹
契
約

に
基
く
貸
借
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
租
は
利
潤
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

清
代
の
地
主
の
う
ち
、
少
く
と
も
数
の
上
で
座
倒
的
多
数
を
占
め
る
中
小
の
地

主
は
、
西
嶋
設
の
検
討
に
よ
っ
て
提
起
し
た
小
商
品
生
産
段
階
へ
の
到
達
を
基

礎
と
し
た
、
ま
さ
に
過
渡
的
な
地
主
で
は
な
か
ろ
う
か
。
成
立
の
根
嬢
は
、
所

有
の
分
解
の
先
行
と
経
営
讃
大
傑
件
の
未
成
熟
と
い
う
小
商
品
生
産
段
階
の
特

@
 

質
に
あ
る
。

四

綴
い
て
古
島
読
を
考
え
よ
う
。
氏
は
北
村
氏
の
明
初
自
作
農
健
制
論
を
批
判

し
、
星
甲
制
の
基
礎
を
在
村
地
主
暦
に
求
め
、
明
末
清
初
に
お
け
る
そ
の
解
健

に
よ
っ
て
寄
生
地
主
制
が
愛
生
す
る
一
方
で
、
在
村
地
主
唐
の
労
働
力
が
奴
僕

か
ら
傭
工
に
愛
化
す
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
氏
は
こ
う
し
た

縦
覧
化
を
認
め
つ
つ
も
、
在
村
地
主
層
に
は
富
曲
炭
化
の
道
は
な
く
、
雇
傭
労
働
も

新
し
い
性
格
の
も
の
と
は
言
い
切
れ
ぬ
と
さ
れ
た
。
古
島
氏
の
結
論
は
、
副
題

の
と
う
り
主
に
沈
氏
農
書
の
分
析
か
ら
導
か
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
は
私
見
と

い
く
つ
か
の
貼
で
異
る
が
、
嘗
面
在
村
地
主
層
の
性
格
と
、
そ
の
経
省
後
農
の

可
能
性
に
つ
い
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
も
商
品
生
産
と
農
民
暦
分
解
を
中
心
に
考
え
る
。
富
曲
演
的
議
展
が
不

可
能
で
あ
る
根
援
と
し
て
、
主
穀
は
商
品
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
養
認
は
償

格
が
不
安
定
な
こ
と
、
絹
織
業
は
高
利
貸
支
配
を
受
け
て
い
た
こ
と
等
を
翠
げ

ら
れ
る
。
主
穀
販
頁
を
め
ぐ
る
事
質
問
題
は
嘗
面
保
留
さ
せ
て
頂
く
。
商
業
高

利
貸
資
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
支
配
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身

債
値
寅
現
と
は
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
は
、
既
に
西
嶋
設
に
つ
い
て
み
た
と
う

り
で
あ
る
。
主
穀
・
養
獲
に
つ
い
て
み
る
と
、
沈
氏
は
金
肥
を
中
心
に
多
額
の

投
資
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
枚
入
が
あ
る
か
ら
こ
そ
商
業
的
農
業

は
笹
ま
れ
る
。
商
業
的
農
業
経
脇
田
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
経
径
の
牧
支

プ
ラ
ン
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
収
入
の
不
安
定
性
は
必
ず
れ
き

ま
と
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
小
商
品
生
産
段
階
に
お
い
て
特
に
著
し
い
。

そ
れ
放
に
農
民
層
が
分
解
す
る
の
で
あ
る
。
近
代
は
全
て
の
経
営
が
安
定
し
て
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剰
徐
を
質
現
す
る
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
剰
徐
と
不
足
が
経
営
の
扱
大
と
縮
小

に
結
び
つ
く
商
品
生
産
の
論
理
に
よ
っ
て
始
る
は
ず
で
あ
る
。

古
島
氏
は
ま
た
、

一履
一
傭
労
働
を
用
い
る
経
営
が
前
近
代
的
で
あ
る
理
由
と
し

て
雇
傭
労
働
の
性
格
も
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
長
工
の
使
用
が
枚
支
を
償
う
に

足
る
だ
け
で
利
盆
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
、
第
二
は
労
働
力
が
土
地
か
ら
切
り

離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
三
は
農
業
の
集
約
性
が
家
父
長
的
規
制
を
不
可
飲

に
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

第
一
鮎
は
質
設
問
題
を
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
米
作
や
養
強
の
政
支
計
算
で

み
た
の
と
同
様
な
疑
問
を
嗣
聞
か
せ
る
。
第
二
貼
に
つ
い
て
。
北
村
氏
の
所
説
で

み
た
よ
う
に
、
土
地
貸
借
関
係
そ
れ
白
憾
と
し
て
は
何
ら
封
建
的
で
は
な
い
こ

と
を
考
え
る
な
ら
、
備
工
が
土
地
貸
し
つ
け
を
受
け
て
い
て
も
、
そ
れ
は
備
工

の
地
主
へ
の
隷
腐
を
意
味
し
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
富
山
比
経
営
の
他
の
小
経
営

に
封
す
る
優
位
性
が
未
だ
少
な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
。
そ
れ
は
小
商
品
生

産
段
階
の
特
性
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
経
営
そ
の
も
の
の
富
農
的
性
格
を
否
定

し
な
い
。
富
農
経
営
の
性
格
は
、
雇
傭
労
働
の
特
質
か
ら
で
な
く
、
経
営
そ
の

も
の
か
ら
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
家
父
長
的
規
制
を
荷
代
山
政
法
の

集
約
性
に
求
め
る
理
論
は
、
中
園
良
法
一
般
を
家
父
長
的
奴
隷
制
の
根
竣
に
愛

え
る
危
険
を
持
っ
て
い
る
。
経
営
の
集
約
性
と
労
働
生
産
性
は
二
律
背
反
で
は

な
い
。
中
園
農
業
の
小
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
援
展
に
お
い
て
は
、
集
約
性

・
土
地
生

@
 

産
性
と
労
働
生
産
性
の
同
時
追
求
が
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

総
じ
て
言
う
な
ら
、
明
末
消
初
の
「
在
村
地
主
経
営
」

が
あ
る
面
で
の
困
郷

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
質
で
あ
る
が
、
明
末
消
初
の
段
階
を
面
切
っ
て
そ
の

設
岡
山
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
早
急
に
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。

陸
路
の
い
く
つ
か
は
、
漸
進
的
な
商
業
的
農
業
の
設
展
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る

性
格
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
陸
路
の
い
く
つ
か
は
、
逆
に
克
服
の
可
否
を
め
ぐ

っ
て
農
民
居
分
解
の
契
機
と
な
る
。

以
上
古
島
氏
の
富
良
的
後
展
不
可
能
論
へ
の
疑
問
を
の
ベ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
富
農
的
援
展
が
明
清
時
代
に
お
け
る
、
唯
一
の
農
民
層
分
解
の
形
式
で
あ
っ

た
と
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
。
小
商
品
生
産
段
階
に
お
け
る
富
良
経
営
に
は

大
き
な
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限
界
が
寄
生
的
地
主
を
生
み
出
す
。
だ
が
富
農
経

鐙
は
全
儲
か
ら
み
れ
ば
少
数
者
で
あ
り
、
か
つ
経
営
規
模
も
固
有
の
限
界
を
持

つ
と
は
言
え
、
そ
れ
が
笛
該
時
代
に
お
け
る
商
業
的
農
業
の
深
化
・

良
民
の
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
設
展
と
分
解
の
、
有
力
な
牽
引
車
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
賀
で
あ

ろ
う
。

五

総
い
て
古
島
説
を
設
展
さ
せ
つ
つ
、
従
来
の
明
消
鑓
革
理
解
に
斬
新
な
提
起

@
 

を
さ
れ
た
小
山
正
明
氏
の
設
を
考
え
る
。
氏
は
周
知
の
よ
う
に
、
明
代
の
地
主

制
を
佃
戸
部
分
ま
で
含
め
て
家
父
長
的
奴
隷
制
経
営
と
み
な
し
、
明
末
清
初
に

お
け
る
手
工
業
部
面
で
の
商
品
生
産
の
設
展
と
、
地
主
の
「
在
地
に
お
け
る
具

般
的
土
地
用
金
」
(
共
同
鰻
規
制
)
の
解
慨
に
よ
り
、

家
内
奴
線
た
る
奴
僕

・
佃

戸
が
自
立
再
生
産
可
能
な
封
建
的
自
営
耐
震
に
純
化
す
る
、
と
主
張
さ
れ
切
。

中
閣
の
枇
曾
構
成
移
行
に
闘
す
る
理
論
鰻
系
金
健
か
ら
翠
ぶ
べ
き
黙
は
多
い

が
、
笛
面
本
稿
の
劉
象
で
あ
る
商
品
生
産
理
解
に
問
題
を
と
ど
め
た
い
。

氏
は
「
商
品
生
産
化
さ
れ
た
農
村
手
工
業
は
、
そ
の
成
立
の
客
観
的
諸
係
件

に
規
制
さ
れ
て
、
す
で
に
諸
先
与
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
従
前
の
経
営
規
模

の
翠
純
再
生
産
と
し
て
の
み
存
在
し
得
る
性
格
を
刻
印
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
っ

た
と
し
つ
つ
、
「
こ
の
手
工
業
を
通
じ
て
佃
戸
経
営
を
再
生
産
す
る
の
に
必
要

な
飯
米
部
分
の
袈
得
が
、
極
め
て
不
安
定
で
は
あ
る
が
可
能
と
な
り
、
白
-
-
自

己
の
経
営
の
み
の
カ
で
自
立
再
生
産
し
う
る
係
件
が
形
成
さ
れ
て
き
た
」
と
さ

A
U
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れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
の
理
論
に
と
っ
て
商
品
生
産
論
は
基
軸
的
な
位
置
を

占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
「
各
生
産
行
程
に

商
業
・
高
利
貸
資
本
が
介
在
し
て
」
い
る
こ
と
が
小
ぽ
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
議
展
を
め

ざ
す
小
経
営
主
鐙
で
は
な
く
、
箪
な
る
封
建
的
自
営
農
民
成
立
の
根
接
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
商
業
高
利
貸
資
本
の
存
在
そ
の
も
の
が
利
潤
貧
現
と
経
営

扱
大
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
理
論
に
は
問
題
が
あ
り
、
む
し
ろ
償
値
法
則
は

大
局
的
に
み
れ
ば
貫
徹
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
西
嶋
説
以
来
の

検
討
で
の
ベ
た
。

第
二
に
氏
の
説
に
あ
っ
て
は
、
小
経
営
の
商
品
生
産
主
慢
と
し
て
の
後
肢
が
、

副
業
的
手
工
業
部
門
に
つ
い
て
の
み
問
題
に
さ
れ
、
農
業
生
産
そ
の
も
の
で
は

問
地
に
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
は
「
農
村
手
工
業
が
農
業
か
ら
分
離
し
て
濁
立
し

た
手
工
業
経
営
と
し
て
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
な
い
こ
と
を
「
佃

訴
が
能
う
限
り
自
給
経
営
の
維
持
に
務
め
ざ
る
を
得
な
い
」
根
一
線
と
さ
れ
て
い

る。
こ
れ
は
商
品
生
注
研
究
の
質
登
上
の
問
題
に
も
闘
わ
る
。
従
来
の
研
究
で

は、

農
村
手
工
業
の
商
品
生
産
に
比
べ
、
棉
作
な
ど
の
一
部
を
除
け
ば
、
農
業

試
の
も
の
に
お
け
る
商
品
生
涯
警
肢
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ

た
。
ま
た
豊
富
農
業
を
分
析
す
る
際
に
も
、
資
料
的
州
約
も
あ
り
、
大
経
営

例
や
地
域
的
特
産
品
市
場
を
以
て
考
察
す
る
こ
と
が
多
く
、
商
業
的
農
業
が
ど

れ
ほ
ど
の
貨
が
り
と
深
さ
で
農
村
を
把
え
て
い
る
の
か
が
テ
l
マ
と
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
か
っ
た
。

し
か
し
小
稿
で
述
べ
て
き
た
小
商
品
生
産
段
階
を
確
定

し
、
地
主
制
の
性
格
を
規
定
し
、
富
農
経
営
の
存
在
を
許
債
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
何
ら
か
の
方
法
で
商
業
的
農
業
そ
の
も
の
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
商
品
生
産
の
特
殊
な
設
展
が
、
謂
わ
ば
過
不
足
な
く
佃

戸
経
営
を
自
立
再
生
産
せ
し
め
る
と
い
う
小
山
氏
の
理
論
に
疑
問
を
持
つ
が
、

こ
れ
は
、
氏
の
前
掲
二
論
文
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
。
分
配
が
小
経
営
自
立
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
と
の
方
法
そ
の
も
の
に
結
び
つ
く
。
詳
述
の
徐
俗
は

な
い
が
、
小
経
営
が
直
接
的
農
業
努
働
に
お
い
て
濁
立
し
た
労
働
過
程
を
持

ち
、
一
態
濁
立
の
生
計
を
持
つ
限
り
、
剰
徐
牧
奪
は
小
経
営
が
占
有
し
て
い
る

労
働
の
成
果
へ
の
外
か
ら
の
牧
奪
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
分
配
面
で
も
小
経
営

は
大
局
的
に
み
れ
ば
自
立
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
世
曾
構
成
の
移

行
は
、
取
り
分
の
量
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
吋
。

ーノ、

最
後
に
小
林
一
美
氏
の
小
経
営
理
論
を
み
よ
句
。
氏
は
、
明
消
枇
曾
に
お
け

る
資
本
主
義
的
後
展
追
求
へ
の
清
算
的
反
省
か
ら
生
れ
た

「
前
近
代
の
設
展
不

必
要
論
L

「『
西
欧
的
基
準
』
の
無
数
性
と
そ
れ
に
か
わ
る
に
人
民
闘
争
の
強
調

を
も
っ
て
す
る
論
者
」
を
批
判
門
し
、
質
設
面
で
も
定
額
金
納
地
代
の
成
立
に
よ

る
剰
絵
の
質
現
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
佃
戸
に
よ
る
抗
租
附
字
設
展
の
解
明

を
試
み
ら
れ
た
。
論
文
集
『
近
代
中
園
農
村
紅
禽
史
研
究
』

に
連
な
る
小
林
氏

ら
の
諸
論
文
は
、
制
度
史
的
研
究
と
軍
な
る
人
民
間
宇
史
的
研
究
に
満
足
せ

ず
、
五

O
年
前
後
の
水
準
を
越
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
小
林
氏
が
「
大
塚
史
事
」
「
世
界
史
の
基
木
法
則
」
の
理
論
を

「有
数
性
を
今
も
っ
て
失
わ
な
い
」
も
の
と
考
え
、
そ
の
骨
格
を
受
け
絡
が
れ

た
こ
と
は
、
五

O
年
前
後
の
水
準
の
克
服
を
困
難
に
し
て
い
る
。

第
一
の
問
題
鮎
は
、
中
園
「
封
建
制
」
を
ど
こ
に
見
出
す
か
で
あ
る
。
こ
の

問
題
は
、
直
接
に
は
小
稿
の
課
題
を
越
え
る
が
、
小
経
営
設
展
と
の
閥
り
だ
け

で
み
よ
う
。
氏
は
自
作
農
民
が
園
家
に
封
し
「
封
建
由
民
奴
的
範
鴎
」
に
あ
り
、

地
主
佃
戸
制
と
と
も
に
「
中
園
封
建
制
は
、
本
質
的
に
は
こ
う
し
た
農
奴
制
の

-131ー
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上
に
存
在
し
て
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
質
設
面
で
は
地
主

佃
戸
制
を
一
元
的
に
「
封
建
的
」
閥
係
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
太
卒
天

国
期
の
研
究
に
闘
す
る
限
り
、
小
経
営
設
展
は
佃
戸
の
上
昇
に
一

義
化
さ
れ
、

決
村
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
後
展
の
把
握
が
一
面
的
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
氏
の
理
論
で
は
良
民
麿
の
分
解
と
「
封
建
的
」
土
地
所
有
の
解
慢

が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
「
小
経
営
に
お
け
る
新
芽
的
利
潤
嶋
監
生
の
可

能
性
が
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
小
浪
経
営
の
全
面
的
な
、
一
律
的
な
上
昇
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
理
論
を
認
め
ら
れ
て

は
い
る
。
し
か
し
氏
の
理
論
に
は
、
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
が
中
炭
層

を
解
胴
脱
す
る
こ
と
に
よ
り
「
封
建
的
」
土
地
所
有
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
、
製
造

部
門
で
の

d

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
と
相
侠
っ
て
「
封
建
制
」
解
慢
の
係
件
を
作
り

出
す
と
い
う
副
貼
が
な
く
、
「
封
建
制
」
の
解
慨
は
、
一
回
附
主
制
や
定
額
金

納
地
代
等
に
よ
る
佃
戸
の
上
昇

・
悶
手
力
設
展
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
生
髭
者
が
「
商
品
市
場
と
の
闘
係
に
お
い
て
存
在
す
る
度
合
を
徐
々
に

強
化
し
、
土
地
の
貸
借
倒
係
を
自
己
存
立
の
不
必
要
傑
件
と
し
な
い
ま
で
も
そ

れ
へ
の
依
存
度
を
弱
め
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
封
建
的
土
地
所
有
の
存
立
基
盤

を
掘
り
崩
す
」
と
い
う
説
に
あ
る
よ
う
に
、
商
品
生
産
も
仰
戸
自
立
化
の
立
場

か
ら
許
領
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
が
封
建
制
解
鐙
を
準
備
す
る
と
い
う
観
貼

の
倣
如
の
結
果
、
「
耕
や
さ
れ
て
い
る
土
地
が
自
己
の
所
有
に
属
す
る
と
い
う

佃
戸
の
拙
利
意
識
」
が
「
十
九
世
紀
中
圏
内
山民
の
闘
争
は
、
封
建
地
主
的
土
地

所
有
の
駿
絡
を
す
で
に
日
程
に
登
せ
て
い
た
」
根
録
と
さ
れ
た
り
、
「
太
卒
天

国
下
の
農
民
暴
動
の
一
撃
で
地
主
槌
力
は
瓦
解
す
る
か
」
の
如
き
期
待
が
成
立

し
た
り
す
る
。
「
封
建
制
」
の
解
鐙
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
土
地
製
革
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
小
経
営
の
上
昇
だ
け
で
は
な
く
、

農
民
層
分
解
の
貌
鮎
が
必
要
で

あ
る
。

七

以
上
商
品
生
産
と
地
主
制
に
闘
す
る
従
来
の
定
式
を
私
な
り
に
検
討
し
て
み

た
。
西
嶋
氏
の
所
説
の
検
討
か
ら
得
た
結
論
は
、
小
商
品
生
産
段
階
に
は
償
値

法
則
が
貫
徹
す
る
こ
と
、
本
質
規
定
に
お
い
て
小
経
営
が
商
品
生
産
者
に
純
化

す
る
だ
け
の
「
小
商
品
生
産
段
階
」
を
正
確
に
定
立
す
る
こ
と
が
出
愛
鮎
と
な

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
北
村
説
か
ら
は
、
そ
の
農
民
暦
分
解
視
船
却
を
積
極
的
に
緩

承
し
つ
つ
、
必
ず
し
も
地
主
制
は

「
封
建
制
」
と
考
え
る
、
べ
き
で
は
な
く
、

清

代
の
非
特
権
的
地
主
厨
は
、
商
品
生
産
の
笈
展
と
経
営
讃
大
係
件
の
未
成
熟
か

ら
生
れ
る
近
代
へ
の
過
渡
的
な
地
主
制
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

古
島
氏
の
提
起
さ
れ
た
在
村
地
主
経
鵬首
に
つ
い
て
は
、
枇
食
的

・
技
術
的
水
準

に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
、
小
経
営
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
成
長
の
牽
引
車
と
し
て
、

長
期
的
に
は
そ
の
展
開
を
積
極
的
に
諮
問
償
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
小

林
訟
の
後
討
か
ら
、
資
本
主
義
へ
の
移
行
の
た
め
に
は
、
農
民
局
分
解
の
必
要

な
こ
と
を
結
論
し
た
。

小
稿
で
は
、
西
嶋
氏
以
来
の
研
究
の
理
論
面
を
中
心
に
検
討
を
試
み
た
。

し

か
し
こ
こ
で
は
採
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
研
究
を
含
め
、
現
在
ま
で

の
質
詮
的
蓄
積
は
大
き
い
。
商
品
生
産
設
展
の
問
題
で
は
、
小
林
氏
の
研
究
か

ら
受
け
縫
ぐ
べ
き
貼
は
多
く
、
富
山
民
的
夜
間
肢
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
片
岡
芝
子

@
 

氏
の
華
北
の
農
家
経
営
の
専
論
が
あ
る
。
農
業
史
の
面
で
は
、
天
野
元
之
助
氏

の
落
大
な
研
究
と
と
も
匂
中
園
で
の
諸
成
果
が
あ
句
。
郷
一
紳
制
論
を
中
心
と
す

る
最
近
の
研
究
も
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
を
基
礎
に
、
小
経
営
の
設
展
と
分
解
の

理
論
を
組
み
込
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

以
上
か
な
り
率
直
な
意
見
を
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
引
用
し
た
研
究
を
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含
め
、
研
究
史
金
鐙
に
封
し
て
私
の
問
題
開
心
に
従
っ
て
一
面
的
な
整
理
を
行

っ
た
こ
と
を
御
覚
恕
い
た
だ
き
た
い
。
御
批
剣
が
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

詮①
西
嶋
定
生
「
十
六
・

十
七
世
紀
を
中
心
と
す
る
中
園
農
村
工
業
の
考
察
」

『
歴
史
与
研
究
』

一
一
一
一
七
一
九
四
九
年
な
ど
、
の
ち

『中
園
駐
曾
経

済
史
研
究
』
に
枚
帆
嫁
さ
れ
た
一
連
の
論
文
。

②

北
村
敬
直
「
明
末
消
初
に
お
け
る
地
主
に
つ
い
て
」

『歴
史
観ナ
研
究
』

一
四
O

一
九
四
九
年
(
『
清
代
枇
曾
経
済
史
研
究
』
所
牧
)

③
古
島
和
雄
「
明
末
長
江
デ
ル
タ
に
於
け
る
地
主
経
営
|
沈
氏
曲
訴
審
の
一

考
察
|
」

『歴
史
療
研
究
』
一
四
八
一
九
五
O
年
な
ど
。

④

里
井
彦
七
郎
「
消
代
鍬
築
資
本
に
つ

い
て
」

『
東
洋
史
研
究
』
一

一
l
l

一
一
九
五
O
年
(
『
近
代
中
園
に
お
け
る
民
衆
運
動
と
そ
の
思
想
』
所

牧
〉
藤
井
宏
『
明
代
盛
場
の
研
究
』
出
刑
『
北
海
道
大
摩
文
鳳
宇
部
紀
要
』

一
・
一
一
一
一
九
五
二
・
五
三
年
寺
田
隆
信
「
蘇
松
地
方
に
お
け
る
都
市
の

棉
楽
商
人
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
一
l
六
一
九
五
八
年
田
中
正
俊

・

佐
伯
有
一
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
園
農
村
製
糸
・
絹
織
業
」
東
洋
経
済

新
報
枇
『
世
界
歴
史
講
座
』
I

一
九
五
五
年
な
ど
。

⑤

佐
伯
有
一
「
日
本
の
明
消
時
代
に
お
け
る
商
品
生
産
評
償
を
め
ぐ
っ
て
」

『
中
園
史
の
時
代
医
分
』
一

九
五
七
年
寺
田
隆
信

「
商
品
生
産
と
地
主

制
を
め
ぐ
る
研
究
|
明
消
枇
曾
経
済
史
研
究
の
諸
問
題

ω」
『
東
洋
史
研

究
』

一九
l
四
一
九
六
一
年
な
ど
。

⑤

小
林

一
美
「
抗
秘

・
抗
粉
凶
争
の
彼
方
」

『
思
想
』
五
八
四

一

九

七

三
年
。

⑦

最
近
の
研
究
で
は
、
園
家
や
地
主
の
支
配
僅
制
の
性
格
分
析
の
覗
黙
で

人
民
闘
容
を
追
求
す
る
動
き
が
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
野
口
銭
郎
「
初
期

朱
元
環
集
閣
の
性
格
」
『
糠
漬
図
立
大
家
人
文
紀
要
』
枇
曾
科
拳
一
八
斡

一
九
七
二
年
谷
口
規
矩
雄

「
明
末
清
初
の
保
築
に
つ
い
て
」
『
東
海
史

摩』

九
一
九
七
三
年
。

③
小
山
正
明
「
明
代
の
十
段
法
に
つ
い
て
」

ω『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と

枇
曾』

一
九
六
七
年

ω『
千
葉
大
祭
文
理
制
宇
都
文
化
科
皐
紀
要
』
第

一

輯

一
九
六
八
年
演
島
敦
俊
「
明
末
掘
削
江
の
嘉
湖
南
府
に
お
け
る
均
田

均
役
法
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
一
一
一
九
七
O
年
森
田
明
『
清

代
水
利
史
研
究
』

(
一
九
七
四
年
〉
所
収
論
文
川
勝
守
「
張
居
正
丈
量

策
の
展
開
」

ω・
ω『
史
筆
雑
誌
』
八
O
|
三
、
四
一
九
七
一
年
西

村
元
照
「
張
居
正
の
土
地
丈
盆
」
上
・
下
『
東
洋
史
研
究
』
三
O
l
て

二
・
三
合
併
鋭
一
九
七
一
年
「
清
初
の
包
抽
出
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一

五
|
一
一
一
一
九
七
六
年
な
ど
多
数
。

⑤

西
嶋
前
掲
書
七
五
一

頁

以
下
西
嶋
氏
か
ら
の
引
用
は
前
掲
論
文
に
よ

る。

⑮

郷
江
英
一
編

『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
研
究
』

一
九
六
二
年
参
照
。

⑪
田
中
正
俊
「
明
末
清
初
江
南
農
村
手
工
業
に
闘
す
る
一
考
察
」

『
和
田

縛
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一
九
六
一
年
小
山
正
明
註
@
第

一
論
文

な
ど
。

⑫
小
商
品
生
産
段
階
と
償
値
法
則
貫
徹
に
つ
い
て
は
、
時
代
は
や
や
異
る

が
吉
田
混
一
コ
一
O
世
紀
前
半
中
園
の
一
地
方
市
場
に
お
け
る
棉
花
流
通

に
つ
い
て
」

『史
林
』
六

0
1二
参
照
。

郷
紳
制
論
に
お
い
て
は
、
地
了

銀

・
一
係
鞭
法
が
地
主
支
配
と
の
闘
係
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

小
商
品
生
産
段
階
到
達
の
問
題
と
し
て
も
論
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
貨

幣
地
代
成
立
は
小
商
品
生
産
段
階
到
達
の
指
標
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら、

貨
幣
地
代
は
生
産
物
が
多
か
れ
少
か
れ
償
値
ど
う
り
に
賀
ら
れ
る
こ
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と
を
前
提
と
す
る
(
『資
木
論
』
園
民
文
庫
版
第
三
谷
第
四
分
間
三

O
二

頁)。

⑬
堀
江
英
一
「
『
小
商
品
生
産
』
農
業
段
階
の
段
民
府
分
解
」

『
幕
末

・
維

新
の
農
業
構
造
』
一
九
六
三
年
(
『
城
江
英
一
著
作
集
』
第
一
谷
所
収
)

⑬
今
掘
誠
二
「
中
図
に
於
け
る

ヨ
l
マ
ン
ギ
ル
ト
の
椛
迩

l
小
商
品
生
産

段
階
に
お
け
る
歴
史
的
役
割
|
」
上
・
下
『
枇
曾
経
瀦
史
皐
』
一
八
|

一
・
一
一
一
九
五
二
年
な
ど
、
横
山
英

「
中
園
に
お
け
る
商
工
業
品
目
働
者

の
進
展
と
役
割
」
『
歴
史
筆
研
究
』
一
六

O

一
九
五
二
年。

⑮
今
堀
前
掲
論
文
一
一
一
一
一
J
二
四
頁
「
商
品
生
産
の
滋
展
と
階
級
分
化
の
進

行
に
よ
っ
て
生
れ
た
の
が
小
商
品
生
産
の
段
階
で
あ
る
。農
業
に
於
て
は
、

自
家
労
働
の
完
全
燃
焼
の
外
に
若
干
の
他
人
労
働
の
一
履
傭
を
必
要
と
し

手
工
業
に
於
て
も
、
・
・
資
本
家
は
師
匠
と
し
て
の
役
割
か
ら
も
、
直

接
労
働
す
る
事
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
生
産
過
程
の
監
督
者
及
び
指
揮
者

と
し
て
、
資
本
の
意
志
と
意
識
と
を
遂
行
す
る
労
働
に
従
う
だ
け
に
な
っ

た。」

⑬
大
塚
氏
は
『
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
』
に
お
い
て
、
横
山
氏
の
引
用
さ

れ
る
一
雇
職
人
組
合
H
ヨ
l
マ
ン
ギ
ル
ド
と
の
規
定
に
綴
き
、
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。

「
そ
の
主
.m文
部
分
は
親
方
に
針
す
る
隷
廊
的
な
雇
人
の
地

位
か
ら
漸
次
上
昇
し
て
、
濁
立
の
職
場
を
も
ち
自
己
の
道
具
で
加
工
し
つ

つ
『
加
工
賃
』

Y
2中
E
Z
を
う
け
と
る
商
品
生
産
者
の
姿
を
と
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
小
親
方
』

ω自
主

--Eω
臼円。門的

(
或
い
は
都

市
の

ヨ
ウ

マ
ン
)
麿
で
あ
り
・
」
(
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
二
谷
一
九

O
頁
)

⑫
佐
伯
前
掲
『
中
図
史
の
時
代
医
分
』
所
牧
論
文
二
九
八
J
二
九
九
頁
。

⑬
北
村
前
掲
論
文
二
五
頁
、
以
下
北
村
氏
か
ら
の
引
用
は
、
同
論
文
に
依

る。

⑬
北
村
敬
直
「
中
園
の
地
主
と
日
本
の
地
主
」

腕

一

九

五

O
年。

@

商

業

的
農
業
の
笈
達
水
準
の
よ
り
低
い
地
域
で
も
、
農
業
技
術
上
の
特

性
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
大
型
の
経
営
が
存
在
し
得
る
こ
と
は
、
景
弛
~
・

羅

山
島
田
『
消
代
山
東
経
営
地
主
底
祉
命
日
性
質
』
一
九
五
九
年
参
照
。

@

小
商
品
生
産
段
階
に
お
け
る
生
産
者
の
小
規
模
性
は
、
小
経
営
が
市
場

の
全
容
を
抱
え
て
生
産
と
版
資
を
行
う
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。

②
明
清
時
代
の
農
業
経
営
の
小
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
設
展
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
検
討
し
た
い
。

③
小
山
正
明
「
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有
!
と
く
に
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を

中
心
に
し
て
」
付
、
口
『
史
撃
雑
誌
』
六
六

l
一
二
、
六
七
|
一
、
一
九

五
七
、
五
八
年
、

『
明
代
の
大
土
地
所
有
と
奴
僕
」
『
東
洋
文
化
研
究
所

紀
要
』
六
二
一
九
七
四
年
。

⑧

小
山
正
明
「
ア
ジ
ア
の
封
建
制

l
中
園
封
建
制
の
問
題
l
」

『
現
代
歴

史
民
干
の
成
果
と
課
題
』
一
九
七
四
年
、
「
宋
代
以
後
の
園
家
の
小
農
民
支

配
」
一
九
七
五
年
度
歴
史
翠
研
究
曾
大
曾
報
告
参
照
。

②
小
山
前
掲
『
史
皐
雑
誌
』
論
文
同
五
九
頁
。

@

間
前
五
九
J
六
O
頁。

@
寺
田
隆
信
氏
の
「
明
代
蘇
州
卒
野
の
農
家
経
務
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
一
六
一
一
九
五
七
年
)
で
も
、
商
品
生
産
は
副
業
経
営
と
み

な
さ
れ
て
お
り
、
注
④
の
諸
論
文
も
手
工
業
に
閥
す
る
研
究
で
あ
る
。

⑧
数
少
な
い
商
業
的
農
業
研
究
の

一
つ
で
あ
る
李
之
動
の
「
論
鶏
片
戦
争

以
前
清
代
商
業
性
農
業
的
護
展
」
(
『
明
清
枇
曾
経
沸
形
態
的
研
究
』
一
九

五
七
年
)
に
も
こ
う
し
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

『
歴
史
評
論
』
通
各
二

O

A-



@
小
冊
粧
品
百
生
産
様
式
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
中
村
哲
「
人
類
史
上
の
所
有

形
態
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
と
ら
え
方
|
と
く
に
前
資

本
制
的
所
有
の
諸
形
態
に
つ
い
て
」
『
日
本
史
研
究
」
一
四
て
一
九

七
四
年
、
三
章
二
節
(
『
奴
隷
制

・
農
奴
制
の
理
論
』
所
収
)
参
照
。

③
小
林
一
美
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
中
園
農
民
闘
容
の
諸
段
階
」

『
東
ア

ジ
ア
近
代
史
の
研
究
』
一
九
六
七
年
「
太
卒
天
国
前
夜
の
農
民
閲
宇
」

135 

『
近
代
中
園
農
村
枇
曾
史
研
究
』

一
九
六
七
年
。
以
下
小
林
氏
か
ら
の
引

用
は
、
こ
の
二
論
文
に
依
る
。

@
片
岡
芝
子
「
明
末
清
初
の
華
北
に
お
け
る
農
家
経
営
」

『
佐
倉
経
済
史

事
』
二
五
1

二
・
三
合
併
鋭
一
九
五
九
年
。

②
天
野
元
之
助
『
中
園
農
業
史
研
究
』

一
九
六
二
年
な
ど
。

③
陳
憶
力
編
者
『
補
農
書
研
究
』
一
九
五
八
年
な
ど
。
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